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特
別
委
員
会
審
査
報
告

東
日
本
大
震
災
及
び
原
発
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会

東
日
本
大
震
災
及
び
原
発
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会

　

７
月
19
日
に
開
催
さ
れ
た
特
別
委
員
会

で
は
、「
旧
警
戒
区
域
の
廃
棄
物
処
分
」「
市

と
し
て
の
東
京
電
力
へ
の
損
害
賠
償
請

求
」
な
ど
を
審
査
し
ま
し
た
。

　

環
境
省
（
福
島
環
境
再
生
事
務
所
）
か

ら
処
理
方
針
、
処
理
の
進
捗
状
況
な
ど
に

つ
い
て
報
告
を
求
め
ま
し
た
。

　

事
務
所
長
は
冒
頭
に
「
対
策
が
後
手
後

手
に
な
っ
て
お
り
、
お
詫
び
す
る
。」
と
し

て
、
以
下
の
よ
う
な
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

●
ガ
レ
キ

　

ガ
レ
キ
の
仮
置
き
場
を
４
ヶ
所
設
置
す

る
。
塚
原
の
設
置
場
所
は
決
ま
っ
た
が
、

残
３
ヶ
所
は
協
議
中
で
あ
る
。
塚
原
で
の

ガ
レ
キ
処
理
は
、
12
月
以
降
に
な
る
見
込

み
。

　

仮
設
焼
却
炉
も
設
置
す
る
が
、
場
所
は

ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
。
焼
却
炉
建
設
に

は
10
ヶ
月
程
度
を
要
す
る
。

※　

新
地
町
、
相
馬
市
で
は
、
仮
設
焼
却

炉
の
建
設
が
始
ま
っ
て
い
る
。

●
生
活
ゴ
ミ

　

一
時
帰
宅
等
で
生
じ
た
ゴ
ミ
は
、
既
存

の
焼
却
施
設
（
ク
リ
ー
ン
原
町
セ
ン
タ
ー
）

で
焼
却
す
る
事
が
基
本
。

※　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
周
辺
住
民
の

合
意
が
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
だ
持
ち
込

め
な
い
。

　

そ
れ
ま
で
の
間
は
、
各
家
庭
で
保
管
し

て
も
ら
う
が
、
一
時
仮
置
き
場
の
確
保
を

図
り
た
い
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
て
、「
市
も
協
力
し
て
、

一
日
も
早
い
進
行
を
望
み
」
各
委
員
か
ら

多
く
の
質
問
や
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
財
政
課
か
ら「
請
求
の
基
本
方
針
」が
、

次
の
よ
う
に
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

①　

原
発
事
故
に
よ
り
新
た
に
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
費
及
び
原
発

事
故
が
発
生
し
な
け
れ
ば
得
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
利
益
（
逸
失
利
益
）
を
東

京
電
力
の
補
償
基
準
公
表
を
待
つ
こ

と
な
く
、
請
求
を
進
め
て
い
く
。

②　

損
害
賠
償
の
対
象
範
囲
は
、
幅
広

く
捉
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
委
員
か
ら
は
、「
損
害

の
す
べ
て
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
。」「
必
要

に
よ
っ
て
は
訴
訟
も
じ
さ
な
い
姿
勢
で
臨

め
。」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

９
月
定
例
議
会
に
特
別
委
員
会
の
提
案

で
、
以
下
の
意
見
書
案
を
提
案
し
、
全
会

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

　

意
見
書
は
即
刻
、
内
閣
総
理
大
臣
等
に

送
付
し
ま
し
た
。

　

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事

故
を
「
人
災
」
と
認
め
、
責
任
あ
る
対
応

を
求
め
る
意
見
書

　

７
月
５
日
、
国
会
の
東
京
電
力
福
島
原

子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
か
ら
調
査

結
果
報
告
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

報
告
書
の
中
で
今
回
の
原
発
事
故
は
、
国

民
の
命
を
守
る
こ
と
よ
り
も
組
織
の
利
益

を
守
る
こ
と
を
優
先
し
、
世
界
の
安
全
に

対
す
る
動
向
を
知
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら

に
目
を
向
け
ず
安
全
対
策
が
先
送
り
さ
れ

た
こ
と
を
根
本
的
原
因
と
す
る
「
人
災
」

で
あ
る
と
断
じ
て
い
ま
す
。

　

政
府
に
お
い
て
は
こ
の
報
告
を
真

に

受
け
と
め
、
下
記
事
項
に
つ
い
て
責
任
あ

る
対
応
を
す
る
よ
う
強
く
要
望
い
た
し
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　

記

１
．
国
は
、原
発
事
故
を
速
や
か
に「
人
災
」

と
認
め
る
こ
と
。

２
．
福
島
第
一
原
発
の
原
子
炉
の
状
況
を

正
確
に
把
握
し
、
真
の
意
味
で
の
冷
温

停
止
状
態
へ
導
く
と
と
も
に
、
可
能
な

限
り
廃
炉
へ
の
行
程
を
早
め
る
こ
と
。

３
．
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
た
、
健
康
に

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
放
射
線
量

を
明
ら
か
に
し
、
地
域
の
す
べ
て
の
土

地
に
お
い
て
そ
の
数
値
に
至
る
ま
で
、

責
任
を
持
っ
て
除
染
を
す
る
こ
と
。

４
．
被
災
者
へ
の
賠
償
に
つ
い
て
、
一
律

の
基
準
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
被
災
者

一
人
ひ
と
り
の
立
場
に
立
っ
た
賠
償
を

す
る
よ
う
促
す
こ
と
。

５
．
い
ま
だ
多
く
の
市
民
が
市
外
へ
の
避

難
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
速

道
路
の
無
料
化
や
借
上
住
宅
な
ど
各
種

支
援
制
度
を
継
続
し
て
実
施
す
る
こ

と
。

６
．
市
内
に
働
く
場
所
が
な
い
こ
と
が
帰

還
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

市
内
へ
の
起
業
を
誘
発
す
る
よ
う
な
優

遇
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
国
が
主
体
的

に
取
り
組
む
こ
と
。

７
．
上
記
の
項
目
に
つ
い
て
、
市
内
に
お

い
て
避
難
指
示
等
の
区
域
指
定
が
な

か
っ
た
地
域
に
つ
い
て
も
、
一
体
的
な

対
応
を
行
な
う
こ
と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に

よ
り
意
見
書
を
提
出
い
た
し
ま
す
。

南
相
馬
市
議
会
議
長

旧
警
戒
区
域
の
ガ
レ
キ
と
ゴ
ミ
は

市議会で調査した時の福島第一原発３号機、４号機

市
と
し
て
の
東
京
電
力
へ
の

損
害
賠
償
請
求

「『
人
災
』
認
め
、
対
策
急
げ
」

意
見
書
可
決
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議員のつぶやき
未

片倉地区除染状況

中
。
動
向
を
踏
ま
え
検
討

し
て
い
き
た
い
。

問　

放
射
線
被
ば
く
か
ら

身
を
守
る
対
策
と
し
て
、

外
部
で
の
休
養
が
免
疫
力

の
回
復
に
有
効
と
注
目
さ

れ
て
い
る
。
二
本
松
市
で

は
、
市
費
で
子
供
た
ち
を

外
部
に
休
養
に
出
し
て
い

る
。
南
相
馬
市
で
も
導
入

で
き
な
い
か
。

答　

今
年
、
小
中
学
生
を

対
象
に
、
様
々
な
団
体
か

ら
招
待
が
あ
り
、
825
人
が

荒木千恵子 議員

問　

除
染
の
最
大
の
カ
ギ

と
な
る
中
間
貯
蔵
施
設
の

設
置
に
当
た
り
、
国
は
住

民
に
対
し
、
住
宅
や
生
業

再
建
へ
の
支
援
な
ど
今
後

の
見
通
し
を
示
す
べ
き
だ

と
考
え
る
。
政
府
に
進
言

す
る
考
え
は
な
い
か
。

答　

国
や
県
に
対
し
、
関

係
自
治
体
と
の
協
議
方
針

に
関
す
る
見
解
を
、
私
が

述
べ
る
段
階
で
は
な
い
。

問　

被
害
を
も
ろ
に
か

ぶ
っ
た
南
相
馬
市
だ
か
ら

言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

除
染
の
推
進
に
不
可
欠
な

問
題
で
あ
る
。
国
に
申
し

入
れ
る
考
え
を
再
度
伺
う
。

答　

早
期
設
置
に
向
け
て

は
強
く
要
望
し
て
い
く
。

問　

農
業
を
営
み
な
が
ら

遊
休
農
地
に
太
陽
光
パ
ネ

ル
を
設
置
し
、
農
業
等
で

自
家
消
費
す
る
取
り
組
み

に
対
し
支
援
す
る
考
え
が

な
い
か
。

答　

農
業
に
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
導
入
を
促
進
さ

せ
る
法
案
が
国
会
で
審
議

決
ま
ら
な
い

中
間
貯
蔵
施
設

参
加
し
た
。
引
き
続
き
招

待
事
業
を
活
用
し
、
多
く

の
子
供
た
ち
が
利
用
で
き

る
様
努
め
て
い
き
た
い
。

問　

子
供
の
健
康
の
た
め

非
常
に
重
要
だ
。
導
入
す

べ
き
制
度
だ
と
考
え
る
が
。

答　

こ
の
地
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
環
境
整
備
も
重

要
で
あ
る
。

質問を終えて
　国会議員の立場でなく
ても、被災地の声をどん
どん発信すべきではない
か。

そ
の
他
の
質
問

❶ 

集
団
移
転
へ
の
支
援
、

推
進
に
向
け
た
支
援
策

❷ 

災
害
公
営
住
宅
の
高
齢

者
向
け
住
宅
の
増
設
を

❸ 

要
介
護
・
要
支
援
者
向

け
住
宅
の
建
設
を

志賀 稔宗 議員

仮
置
場
設
置
に

仮
置
場
設
置
に

強
制
力
あ
る
手
法
は

強
制
力
あ
る
手
法
は

片倉地区仮置き場

は
交
付
金
対
象
外
と
な

る
。
東
京
電
力
に
補
償
請

求
願
い
た
い
。

問　

避
難
長
期
化
に
よ

り
、
仮
設
住
宅
で
の
孤
独

死
対
策
と
し
て
、
自
治
会

の
充
実
が
重
要
だ
。
活
動

費
と
し
て
、
市
の
予
算
化

が
必
要
で
は
。

答　

自
治
会
活
動
と
共
に

保
健
婦
等
が
巡
回
し
、
心

の
ケ
ア
に
努
め
て
い
る
。

自
治
会
事
業
の
公
益
性
に

よ
り
、
補
助
事
業
を
活
用

す
る
等
、
相
談
助
言
し
な

が
ら
助
成
す
る
。

問　

小
高
区
の
医
療
体
制

整
備
は
、帰
還
に
不
可
欠
。

問　

市
民
は
日
々
被
曝
し

続
け
て
お
り
除
染
の
遅
れ

は
許
さ
れ
な
い
。
仮
置
場

確
保
が
難
航
し
て
い
る

が
、
土
地
収
用
法
に
代
表

さ
れ
る
強
制
力
の
あ
る
手

法
を
、
導
入
す
る
時
期
で

は
な
い
か
。

答　

仮
置
場
の
設
置
に

は
、
地
権
者
の
み
な
ら

ず
、
周
辺
住
民
の
理
解
が

不
可
欠
だ
。
法
的
強
制
力

で
は
な
く
安
全
性
に
つ
い

て
、
丁
寧
な
説
明
を
繰
り

返
し
て
理
解
を
得
た
い
。

問　

説
明
だ
け
で
は
限
界

だ
。
力
強
い
強
制
力
の
あ

る
手
法
か
、
迷
惑
施
設
に

見
合
う
思
い
切
っ
た
優
遇

策
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答　

地
域
振
興
の
優
遇
措

置
等
の
要
望
に
は
、
可
能

な
範
囲
で
市
と
し
て
対
応

す
る
。

問　

市
の
除
染
を
待
ち
き

れ
ず
、
個
人
除
染
し
た
際

は
、
市
が
費
用
負
担
す
る

考
え
は
。

答　

制
度
上
、
個
人
除
染

そ
の
他
の
質
問

❶ 

雇
用
促
進
住
宅
の
活
用

等
住
宅
対
策
の
強
化
を

❷ 

福
浦
小
児
童
も
小
高
小

等
と
一
緒
に
勉
強
を

❸ 

介
護
施
設
の
整
備
を
前

倒
し
で
急
ぐ
べ
し

小
高
病
院
の
再
開
に
向
け

た
、
課
題
と
見
通
し
は
。

答　

帰
還
促
進
の
た
め
医

療
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
は
重

要
。
再
開
に
は
医
療
ス

タ
ッ
フ
の
確
保
が
課
題
。

帰
還
状
況
、
他
医
療
機
関

の
動
向
を
把
握
し
な
が
ら

再
開
の
問
題
に
つ
い
て
議

論
す
る
。

質問を終えて
　本気になって除染を進
めると考えれば、私の提
案を前向きに考えざるを
得ないはずです！！

一
般
質
問

！！




